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監査の結果について 

 

 地方自治法第１９９条第７項の規定により監査等を実施したので、同条第９項の規定により

監査の結果に関する報告を次のとおり公表します。 

 

 

１ 監査の対象 

出資団体（公益財団法人加古川市ウェルネス協会）における平成２７年４月１日から平

成２８年１０月３１日までの出納その他の事務 

 

  ２ 監査の実施期間 

   平成２８年１１月２９日から平成２８年１２月２７日まで 

 

３  監査の方法 

     今回の監査は、出資団体の出納その他の事務が法令等に基づき適正に執行されているか

について、団体から資料の提出を求め、関係書類を調査するとともに、関係職員の説明を

聴取して実施した。 

 

 ４  監査の結果 

   出資団体の出納その他の事務は、おおむね適正かつ効率的に執行されていると認められ

た。 


